
届出が必要となる営業かチェックしてみましょう！

食品等事業者の皆様へ
新たに保健所への届出が
必要となる場合があります！
新たに保健所への届出が
必要となる場合があります！
新たに保健所への届出が
必要となる場合があります！

　食品衛生法が改正され、許可業種が見直されるとともに、新たに営業の届出制度が創設されました。
　これまで保健所への届出をしていなかった営業者も今後は届出が必要となる場合があります。

Qなぜ届出が必要なの？

A 　食品衛生法の改正により、原則として食品を取り扱う全ての営業者に「HACCPに沿った衛生管理」の取組み
が求められることになりました。届出制度は、この衛生管理の対象を把握するための新たな仕組みです。

・保健所

●許可業種の見直し及び届出制度の創設の詳しい
説明は「「新たな営業の許可制度」「営業の届出
制度」が令和 3 年 6 月 1 日から始まります」
のパンフレットをご覧ください。 

●HACCP制度化の詳細は「HACCPに
沿った衛生管理に取り組みましょう！」
のパンフレットをご覧ください。

※許可を取得している場合は新たな届出は不要です

・調理機能を有する自動販売機（自動洗浄有りかつ屋内設置）を設置している
・給食を提供している（1回の提供食数が 20食程度以上）　
  委託給食の場合、許可が必要な場合有り

51
食品を調理し、
その場で提供している
食品を調理し、
その場で提供している

届出対象

54
器具又は容器包装を
製造している
器具又は容器包装を
製造している

届出対象合成樹脂製の器具・容器包装を製造をしている

対象外合成樹脂製以外の器具・容器包装を製造をしている

55
その他
上記1～4に該当しないもの
その他
上記1～4に該当しないもの 対象外

・農業及び水産業において食品を採取している（出荷前の調製等）
・食品又は添加物の輸入
・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみ（冷凍又は冷蔵業を除く）
・器具又は容器包装の輸入・販売

53

食品を販売している食品を販売している

営業許可
の対象です

※

・レストランを営んでいる
・パンや菓子等のテイクアウトをしている
・調理機能を有する自動販売機（自動洗浄有りかつ屋内設置以外のもの）
  を設置している

営業許可
の対象です

※

そうざい、パン、菓子、みそ、醬油、豆腐、納豆、漬物、清涼飲料水、乳、
乳製品、水産製品、食用油脂、規格の定められた食品添加物　等を製造している
（食品衛生法施行令第 35条に規定する製造業）

上記に該当しない製造や加工をしている
【例】いわゆる健康食品・製菓材料・食酢の製造、精穀

52
食品又は添加物を
製造・加工している
食品又は添加物を
製造・加工している

届出対象

営業許可
の対象です

※

魚介類や食肉のスライス等の加工を伴う販売をしている（未包装での販売）
【例】鮮魚店、精肉店

上記以外の温度管理等が必要な包装食品の販売をしている
【例】　牛乳、乳製品、肉、魚、弁当、そうざい、野菜・果物（未包装品を含む） 届出対象

冷凍又は冷蔵以外の方法で保存した場合において、食品衛生上の危害の
発生のおそれがないものを販売している
【例】カップ麺、スナック菓子、瓶詰食品、缶詰食品、レトルト食品

対象外

東京都
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※許可を取得している場合も新たな届出が必要です。
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都保健所の連絡先　詳細は管轄の保健所へお問合せください。
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Q届出はいつまでにすればいいの？

A 届出制度の開始は令和 3年 6月 1日からです。すでに営業中の営業者は施行から６ヶ月以内
（令和３年 11月 30日まで）に管轄の保健所に届出してください。

Qその他、届出営業者に必要なことは？

A 食品衛生責任者を選任する必要があります。
食品衛生責任者は、施設（店舗）において食品衛生上の管理を行う人です。
詳細は最寄りの保健所に相談しましょう。

食品衛生責任者は以下のいずれかに該当する人です。

※東京都の「食品衛生責任者養成講習会」は、一般社団法人東京都食品衛生協会が実施
　しています。詳細はこちらから https://www.toshoku.or.jp/shikaku/index.html

・調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者 /作業衛生責任者の資格がある人
・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格がある人 
・食品衛生責任者養成講習会（都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会）を受講した人（※）

市町村名 相談先 住　所 電　話
青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町 西多摩保健所 青梅市東青梅1丁目167番地の15号 0428-22-6141
あきる野市、日の出町、檜原村 秋川地域センター あきる野市五日市411 042-596-3113
日野市、多摩市、稲城市 南多摩保健所 多摩市永山2丁目1番5号 042-371-7661
立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、
武蔵村山市 多摩立川保健所 立川市柴崎町2丁目21番19号 042-524-5171
府中市、調布市、小金井市、狛江市 多摩府中保健所 府中市宮西町1丁目26番1号 042-362-2334
武蔵野市、三鷹市 武蔵野三鷹地域センター 武蔵野市西久保3丁目1番22号 0422-54-2209
小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、
西東京市 多摩小平保健所 小平市花小金井1丁目31番24号 042-450-3111
大島町、利島村 大島出張所 大島町元町字馬の背275番4号 04992-2-1436
新島村 大島出張所新島支所 新島村本村6丁目4番24号 04992-5-1600
神津島村 大島出張所神津島支所 神津島村1088番 04992-8-0880
三宅村、御蔵島村 三宅出張所 三宅村伊豆1004番 04994-2-0181
八丈町、青ヶ島村 八丈出張所 八丈町三根1950番2号 04996-2-1291
小笠原村 小笠原出張所 小笠原村父島字清瀬 04998-2-2951
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Q届出営業者は何をしなければいけないの？

A HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理に取り組む必要があります。

HACCPとは、諸外国で取り入れられている衛生管理の方法の１つです。
令和3年６月１日から、原則すべての営業者に「HACCPに沿った衛生管理」の取組みが求められます。
届出営業者は、一般的な衛生管理や、HACCPによる衛生管理のための「衛生管理計画」を作成し、
実施することになります。
許可と異なり、施設や設備の要件はありません。

詳細はパンフレット「HACCPに沿った衛生管理に取り組みましょう！」をご覧ください。
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